
第３章 保健指導実施者が有すべき資質 

 医療保険者が「健診・保健指導」事業を実施することとなり、本事業に関わ

る医師・保健師・管理栄養士等は新たな能力を開発することが求められる。そ

れは、効果的・効率的な事業の企画・立案ができ、そして事業の評価ができる

能力である。また、保健指導に当たっては対象者の身体の状態に配慮しつつ行

動変容に確実につながる支援ができる能力を獲得する必要がある。 

 

（１）「健診・保健指導」事業の企画・立案・評価 

  医療保険者に所属している医師・保健師・管理栄養士等は、「健診・保健指

導」事業の企画・立案や評価を行い、効果的な事業を実施する役割があるこ

とから、以下のような能力を習得する必要がある。 

 

１）データを分析し、優先課題を見極める能力 

健診・保健指導を計画的に実施するためには、まず健診データ、医療費デ

ータ（レセプト等）、要介護度データ、地区活動等から知り得た対象者の情報

などから地域特性、集団特性を抽出し、集団の優先的な健康課題を設定でき

る能力が求められる。 

具体的には、医療費データ（レセプト等）と健診データの突合分析から疾

病の発症予防や重症化予防のために効果的・効率的な対策を考えることや、

どのような疾病にどのくらい医療費を要しているか、より高額にかかる医療

費の原因は何か、それは予防可能な疾患なのか等を調べ、対策を考えること

が必要である。 

 

※ レセプト分析をすることにより、糖尿病やその合併症がいかに多いか、医療費

が多くかかっているか等が明らかになることにより、医療費適正化のための疾病

予防の重要性を認識し、確実な保健指導に結びつけることが必要である。 

 

※ 対象者の生活習慣を把握することで、目標達成に向けて何が解決すべき課題で、

どこに優先的な予防介入が必要であるかという戦略を立てることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      11



２）健診・保健指導の企画・調整能力 

保健指導の対象者の増加が予測される中、「動機づけ支援」及び「積極的支

援」を行う体制を整備することが必要であり、既存の保健指導に関係する社

会資源を効率的に活用するとともに、事業者等を含めた保健指導の体制を構

築する能力が求められる。 

また、個人に着目をした保健指導を行うのみでなく、地域・職域にある様々

な保健活動や関連するサービスと有機的に連動できるような保健指導体制の

構築を行っていくことが求められることから、地域・職域連携推進協議会や

保険者協議会を活用し、医療保険者・関係機関・行政・ＮＰＯ等との密接な

連携を図り、協力体制をつくることや、地域に必要な社会資源を開発するな

ど、多くの関係機関とのコーディネートができる能力が求められる。 

一方、積極的支援の対象者が多い場合、効率的に健診・保健指導を実施し、

糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群減少の目標を達成するために、過去

の健診結果等も十分に加味し、発症・重症化する恐れのある人を、優先的に

抽出していく能力も必要となる。 

健診受診率、保健指導実施率向上のための効果的な方策の企画能力も求め

られる。 

 

３）保健指導の委託に関する能力 

健診・保健指導を事業者へ委託する場合は、委託基準に基づき健診・保健

指導を実施する機関を選定していくこととなるが、その際には、費用対効果

が高く、結果の出る事業者を選択し、医療保険者として健診・保健指導の継

続的な質の管理を行う能力が求められる。 

具体的には、保健指導を委託する際に、医療保険者は委託する業務の目的、

目標や範囲を明確にし、これらに合致した事業者の状況を確認した上で、選

定する必要がある。また、保健指導の質を確保するためには、委託基準や詳

細な仕様書を作成する必要があり、実際の委託契約においては、金額のみで

契約が行われることがないよう、費用対効果を念頭に置いて保健指導の内容

を評価し、契約にその意見を反映させるなど、適切な委託を行うための能力

も必要である。 

  また、委託後、適切に業務が行われているかモニタリング 1 し、想定外の問

題がないか情報収集を行い、問題がある場合にはできるだけ早急に対応する

能力も求められる。 

 

 

 

 

                                                  
1  モニタリング：変化を見逃さないよう、続けて測定、監視すること。 
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